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�愛媛県告示第１４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の増減及び同組合の規約の変更を許可した。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 増減等の内容

� 増減内容

平成３０年３月３１日をもって、愛媛県市町総合事務組合の構成

団体である東温市を、日本国内で交通事故により災害を受けた

構成団体の住民、又はその遺族の生活の共済に関する共同処理

事務構成団体から脱退させる。

� 規約の変更事項

上記の増減内容に係る規定の変更

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

平成３０年４月１日

� 規約の変更年月日

平成３０年４月１日

３ 増減等の許可年月日

平成３０年２月８日

�愛媛県告示第１４４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１４５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づき、次のとおり指定

自立支援医療機関の辞退の申出があった。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４６号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

大 政 � 夫 愛媛県伊予郡松前町
大字中川原９２１番地

愛媛県伊予郡松前町
大字大間字小ノ町５１
９番１ほか３筆

５，４１５

合同会社
ファーム・尾崎

愛媛県四国中央市土
居町上野甲１６７４番地
１

愛媛県四国中央市土
居町上野甲１３６６番ほ
か７筆

３，３３０

農事組合法人
たいよう農園

愛媛県大洲市野佐来
１６２番地２０

愛媛県北宇和郡松野
町大字吉野２２２３番地
１ほか２８筆

３３，１６０

２ 申請年月日

平成３０年２月２日

�������
�愛媛県告示第１４７号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の１・字須領唐谷３４５の３（以

上２筆について次の図に示す部分に限る。）、字須領櫻成３３５の

１、３３５の２、字須領土山３３６、字須領青晒３３７、字須領山ノ神３３８、

字鶴嘴３３９の１から３３９の９まで、字須領３４３のイ、３４３のハ、３４３

のニ、３４３のホ、３４３のヘ、字須領スズ尾３４４の２から３４４の７まで、

３４４の９から３４４の１１まで、３４４の２０から３４４の２２まで、３４４の２４、

３４４の５０から３４４の５４まで、３４４の５６、３４４の６３から３４４の６５まで、

３４４の６７から３４４の７６まで、３４４の９４、３４４の９６、３４４の１０４、字須領

唐谷３４５の１、３４５の２、３４５の４から３４５の１１まで、字須領大山３４

６の１、西条市東之川字松岡平甲１３９、字川出乙２２９

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁、新居浜市役所及び西条市役所に備え置いて縦覧に

供する。）

�愛媛県告示第１４８号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４９号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定し、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示第２７６

号）の一部を次のように改正する。

平成３０年２月１６日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

いいおか薬局 西条市飯岡１２９８番３ 株式会社ソレイユ 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
２月１日

レデイ薬局 宇和インター店 西予市宇和町卯之町５丁目２６３－１ 株式会社レデイ薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
２月４日

名 称 辞退年月日

村上医院 平成３０年２月２８日

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

水産修第１号
漁業取締船「せとかぜ」の定期検査
に係る機関修繕 一式

愛媛県農林水産部
水産局水産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成３０年１月１８日
株式会社大東工作所
兵庫県神戸市兵庫区出
在家町二丁目６番２号

５９，９４０，０００円 一般競争入札 平成２９年１２月５日

愛 媛 県 報平成３０年２月１６日 第２９５０号

８１



愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

番号
海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域 番号

海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域

１・２

省略

１・２

省略

１～３３

省略

１～３３

省略

３４ 燧灘

沿岸

大浜

漁港

海岸

今治

市

今治

市長

２，９０

７ メ

ート

ル

基点１から基点４４までを

順次結んだ線並びに基点

４４、補助点４４、補助点４２、

補助点３８、補助点３７、補助

点３６、補 助 点３５、補 助 点

３３、補助点３０、補助点２９、

補助点２４、補助点１７、補助

点８、補助点７、補助点１

及び基点１を順次結んだ線

により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

（角度の表示は、真北）

基点１は、今治市湊町二

丁目丙６番地先の標柱（Ｘ

座標１２０７９２．３７５、Ｙ座標－

４６７９２．２０４）

基点２は、基点１から２４７

度００分７メートルの地点

基点３は、基点２から３５４

度００分４７メートルの地点

基点４は、基点３から３３９

度００分１８０メートルの地点

基点５は、基点４から３４５

度００分５１メートルの地点

基点６は、基点５から３３２

度００分１８メートルの地点

基点７は、基点６から３４５

度００分３９メートルの地点

基点８は、基点７から２５９

度００分４３メートルの地点

基点９は、基点８から３２２

度００分７７メートルの地点

基点１０は、基点９から３３３

度００分６６メートルの地点

基点１１は、基点１０から３４７

度００分３９メートルの地点

基点１２は、基点１１から３３７

度００分１５メートルの地点

基点１３は、基点１２から３０５

度００分３２メートルの地点

基点１４は、基点１３から３３４

３４ 燧灘

沿岸

大浜

漁港

海岸

今治

市

今治

市長

２，８０

５ メ

ート

ル

１ 今治市大字湊庚の４７番

地先第１標杭６７度市道近

見波止浜線道路西側の点

２ １点より３５４度３０分測線

上４７．５メートルの点

３ ２点より３３９度測線上

１６１メートルの点

４ ３点より３４４度測線上

６１．５メートルの点

５ ４点より３２５度３０分測線

上１０メートルの点

６ ５点より３４５度測線上

５１．５メートルの点

７ ６点より３５５度測線上４６

メートルの点

８ ７点より３２４度３０分測線

上７３メートルの点

９ ８点より３２９度測線上

５４．５メートルの点

１０ ９点より３４８度測線上６８

メートルの点

１１ １０点より３９７度測線上

３９．５メートルの点

１２ １１点より３３８度測線上

１７６．５メートルの点

１３ １２点より３５９度測線上４０

メートルの点

１４ １３点より３０１度３０分測線

上２８メートルの点

１５ １４点より３３９度３０分測線

上６０．５メートルの点

１６ １５点より２８７度３０分測線

上４７．５メートルの点

１７ １６点より３３９度測線上４６

メートルの点

１８ １７点より２８６度測線上

２２．５メートルの点

１９ １８点より２５７度３０分測線

上４５．５メートルの点

２０ １９点より３０５度測線上４５

メートルの点

愛 媛 県 報平成３０年２月１６日 第２９５０号
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度００分７８メートルの地点

基点１５は、基点１４から３４４

度００分１３０メートルの地点

基点１６は、基点１５から３０９

度００分３２メートルの地点

基点１７は、基点１６から３４０

度００分５０メートルの地点

基点１８は、基点１７から３２０

度００分２０メートルの地点

基点１９は、基点１８から２８３

度００分２９メートルの地点

基点２０は、基点１９から３２４

度００分５４メートルの地点

基点２１は、基点２０から２８５

度００分１５メートルの地点

基点２２は、基点２１から２７０

度００分５１メートルの地点

基点２３は、基点２２から３０７

度００分３９メートルの地点

基点２４は、基点２３から３２９

度００分２７メートルの地点

基点２５は、基点２４から２７８

度００分４６メートルの地点

基点２６は、基点２５から３３４

度００分７１メートルの地点

基点２７は、基点２６から２４５

度００分６３メートルの地点

基点２８は、基点２７から３３０

度００分８９メートルの地点

基点２９は、基点２８から３２２

度００分７５メートルの地点

基点３０は、基点２９から３４３

度００分７１メートルの地点

基点３１は、基点３０から３４０

度００分１８２メートルの地点

基点３２は、基点３１から３３５

度００分１３０メートルの地点

基点３３は、基点３２から３４７

度００分１０１メートルの地点

基点３４は、基点３３から３５１

度００分５８メートルの地点

基点３５は、基点３４から３０３

度００分１１８メートルの地点

基点３６は、基点３５から２５７

度００分７５メートルの地点

基点３７は、基点３６から３２１

度００分６３メートルの地点

基点３８は、基点３７から３２８

度００分３３メートルの地点

基点３９は、基点３８から３４０

度００分５７メートルの地点

基点４０は、基点３９から３５４

度００分１０３メートルの地点

２１ ２０点より３３１度測線上３０

メートル大字大浜庚９番

地ノ１地先第２標杭の点

２２ 大字大浜丙２６５番地ノ１

地先第３標杭道路西側の

点

２３ ２２点より３３５度測線上５０

メートルの点

２４ ２３点より３４２度３０分測線

上１８０メートルの点

２５ ２４点より２５２度３０分測線

上１８メートルの点

２６ ２５点より３４２度３０分測線

上２１３メートルの点

２７ ２６点より３４８度測線上

１００メートルの点

２８ ２７点より３０８度３０分測線

上１１０メートルの点

２９ ２８点より２６０度３０分測線

上８５メートルの点

３０ ２９点より３１５度測線上６０

メートルの点

３１ ３０点より３３６度測線上７８

メートルの点

３２ ３１点より３２５度測線上

１１７メートルの点

３３ ３２点より３４３度測線上２８

メートルの点

３４ ３３点より３５６度測線上８７

メートルの点

３５ ３４点より８度３０分測線

上４８メートルの点

３６ ３５点より２５度測線上４０

メートルの点

３６ ３５点より２５度測線上４０

メートル第４標杭大字大

浜字砂場戊の１番地の１

地先

３６′３６点より７０度測線上１１０

メートルの点

３５′３５点より１２４度測線上５０

メートルの点

２９′２９点より零度測線上８０

メートルの点

２８′２８点より１４度３０分測線

上５０メートルの点

２６′２６点より６０度測線上７０

メートルの点

２３′２３点より２６度測線上５０

メートルの点

２２′２２点より６６度３０分測線

上７０メートルの点

以上１ ２ ３ ４
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�愛媛県告示第１５０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、中国四国農政局道前平野農地整備事業

所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成３０年２月７日から

３月１６日まで

３ 作業地域 西条市丹原町高知

�������
�愛媛県告示第１５１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量を

実施する旨の通知があった。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（３級基準点）

２ 作業期間 平成３０年２月１９日から

３月３１日まで

３ 作業地域 新居浜市宮西町、徳常町

基点４１は、基点４０から３４９

度００分６８メートルの地点

基点４２は、基点４１から１

度００分６７メートルの地点

基点４３は、基点４２から１５

度００分４６メートルの地点

基点４４は、基点４３から３１

度００分３１メートルの地点

補助点４４は、基点４４から

７０度００分１１４メートルの地点

補助点４２は、基点４２から

９０度００分４７メートルの地点

補助点３８は、基点３８から

２４度００分９４メートルの地点

補助点３７は、基点３７から

４８度００分２０３メートルの地点

補助点３６は、基点３６から

５６度００分１５４メートルの地点

補助点３５は、基点３５から

５２度００分５７メートルの地点

補助点３３は、基点３３から

９６度００分６８メートルの地点

補助点３０は、基点３０から

３０度００分４３メートルの地点

補助点２９は、基点２９から

６５度００分８５メートルの地点

補助点２４は、基点２４から

４度００分６２メートルの地点

補助点１７は、基点１７から

４１度００分５０メートルの地点

補助点８は、基点８から

３度００分７５メートルの地点

補助点７は、基点７から

７２度００分４４メートルの地点

補助点１は、基点１から

６７度００分３７メートルの地点

５ ６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２１′１５′７′６′１′

１の各点を結ぶ線にて囲

まれたる区域及２２ ２３

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

３０ ３１ ３２ ３３ ３４

３５ ３６ ３６′３５′２９′

２８′２６′２３′２２′２２の各

点を結ぶ線にて囲まれた

る区域

３５ ～

１８３

省略

３５ ～

１８３

省略

愛 媛 県 報平成３０年２月１６日 第２９５０号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務委託

� 委託業務名及び数量

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市若草町７番地１（交通管制センター）ほか

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９年度、平成３０年度、平成３１年度の製

造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認めら

れた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

�愛媛県告示第１５２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年２月１６日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１７１４０号 平成２５年
３月７日 Ｌｅｔ’ｓ 宮井 竜二 松山市東石井５－９－２４ 平成３０年

１月１１日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（特－２６）第１６９３２号 平成２７年
３月２日 愛建電工� 高橋 献樹 松山市南吉田町２７９８－６５ 平成３０年

１月２２日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２５）第１４０２４号 平成２５年
６月８日 西幸建設� 西林 勇次 松山市西野町甲３３８ 平成３０年

１月２５日
土木工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２６）第１４４３９号 平成２７年
１月２８日 �玉井土建 玉井 愼二 伊予市上野１６９８ 平成３０年

１月２５日

土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 和気衣山線
松山市衣山一丁目２２８番５から

同市衣山一丁目２５７番１０まで
平成３０年２月１６日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第３８号

平成３０年２月７日
伊予市市場字中盛甲６３６番２

伊予市市場甲６３６番地１

� 田 真 人

� 田 知 美

愛 媛 県 報平成３０年２月１６日 第２９５０号
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教育委員会告示

選挙管理委員会告示

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の交通管制センター、サブセンター等設備

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先（郵送の場合）、契約条項を示す場所、入札

説明書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付時期

公告の日から平成３０年３月２２日（木）の執務時間中

� 入札書の受領期限

平成３０年３月２９日（木）午前１０時００分

� 事前提出書類（入札書のほかに提出する書類）の受領期限

平成３０年３月２２日（木）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

平成３０年３月２９日（木）午前１０時００分

愛媛県警察本部２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加申請

書と併せ２の�を証明できる書類を事前提出書類の受領期限ま
でに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Maintenance and upkeep of Traffic Control Center and

Sub―center，１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．２９March２０１８

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

Tel０８９―９３４―０１１０

�愛媛県教育委員会告示第１号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第２項に規定する公立博物館として、同法第１２条の規定に基づき、次のように登録した。

平成３０年２月１６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、平成３０年４月１日から施行する。

平成３０年２月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

設置者の名称 名 称 所 在 地 登 録 年 月 日 登録番号

今治市大三島美術館本館 今治市大三島町宮浦９０９９番地１

今 治 市
今治市大三島美術館別館
ところミュージアム大三
島

今治市大三島町浦戸２３６２番地３ 平成３０年２月８日 第１９号

今治市大三島美術館別館
今治市岩田健母と子のミ
ュージアム

今治市大三島町宗方５２０８番地２

愛 媛 県 報平成３０年２月１６日 第２９５０号
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改 正 後 改 正 前

（報告等の経由）

第２条 市町委員会から県の選挙管理委員会（以下「県委員会」と

いう。）に対する報告（第１４条第２項及び第２４条第２項の規定に

よる速報を除く。）及び届出は、所轄地方書記長を経てしなけれ

ばならない。

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２５項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）及び介護医療院（同項に規定する介護医療院をいう。以下

同じ。）を含む。）の院長（介護老人保健施設及び介護医療院に

あっては、その施設の管理者。以下同じ。）、老人ホーム（老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホ

ーム並びに同法第２９条第１項に規定する有料老人ホームをいう。

以下同じ。）の長（有料老人ホームにあっては、その施設の管理

者。以下同じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者

に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規

定により同法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。

以下同じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設及び同条第２６項に規

定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる施設をい

う。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施設をい

う。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県委員会

に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長又は選

挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と同様と

する。

（不在者投票施設の指定の基準）

第１７条の４ 政令第５５条第２項及び第４項第２号（他の法令におい

て準用され、又は例によることとされている場合を含む。）の規

定により県委員会が指定する病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者

養護ホーム、身体障害者支援施設及び保護施設（以下「指定病院

等」という。）の基準は、次のとおりとする。

� 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定す

る病院でおおむね３０人以上の患者を入院させるための施設を有

するもの又は介護老人保健施設若しくは介護医療院で入所定員

がおおむね３０人以上の規模を有するもの。

�～� 略

２～３ 略

第２５号様式の２

（報告等の経由）

第２条 市町委員会から県の選挙管理委員会（以下「県委員会」と

いう。）に対する報告（第１４条第３項及び第２４条第２項の規定に

よる速報を除く。）及び届出は、所轄地方書記長を経てしなけれ

ばならない。

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）

を含む。）の院長（介護老人保健施設 に

あっては、その施設の管理者。以下同じ。）、老人ホーム（老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホ

ーム並びに同法第２９条第１項に規定する有料老人ホームをいう。

以下同じ。）の長（有料老人ホームにあっては、その施設の管理

者。以下同じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者

に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規

定により同法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。

以下同じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設及び同条第２６項に規

定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる施設をい

う。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施設をい

う。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県委員会

に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長又は選

挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と同様と

する。

（不在者投票施設の指定の基準）

第１７条の４ 政令第５５条第２項及び第４項第２号（他の法令におい

て準用され、又は例によることとされている場合を含む。）の規

定により県委員会が指定する病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者

養護ホーム、身体障害者支援施設及び保護施設（以下「指定病院

等」という。）の基準は、次のとおりとする。

� 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定す

る病院でおおむね３０人以上の患者を入院させるための施設を有

するもの又は介護老人保健施設 で入所定員

がおおむね３０人以上の規模を有するもの。

�～� 略

２～３ 略

第２５号様式の２

省略 省略

注１～４ 省略

５ 「施設の種類」の欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５第１項に規定する病院、介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第８条第２５項に規定する介護老人保健施設若し

くは介護医療院、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５

条の３に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別

養護老人ホーム若しくは軽費老人ホーム若しくは同法第２９条

第１項に規定する有料老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホー

ム（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法

注１～４ 省略

５ 「施設の種類」の欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５第１項に規定する病院、介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設

、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５

条の３に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別

養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに 同法第２９条

第１項に規定する有料老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホー

ム（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法
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公営企業告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
愛媛県選挙管理委員会事務専決規程（平成２０年３月愛媛県選挙管理委員会告示第１６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

平成３０年２月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県公営企業告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年２月１６日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

改 正 後 改 正 前

（委員長の専決事項）

第１条 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理

委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員会

委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙管

理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

�～� 省略

� 愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第５３

条の規定に基づき同条例の施行に関し必要な事項を定めるこ

と。

� 省略

２ 省略

（委員長の専決事項）

第１条 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理

委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員会

委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙管

理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

�～� 省略

� 愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第４８

条の規定に基づき同条例の施行に関し必要な事項を定めるこ

と。

� 省略

２ 省略

落札に係る特定役務の名称及び
数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県立新居浜病院整備事業
愛媛県公営企業管
理局県立病院課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成３０年２月８日

鹿島・佐藤総合計画・
白石建設工業特定建設
工事共同企業体
東京都港区元赤坂一丁
目３番１号

９，６２２，８００，０００円 総合評価
一般競争入札 平成２９年８月１日

律第１１７号）第３９条の規定により同法第１条に規定する被爆

者を入所させる施設をいう。）、身体障害者支援施設（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支

援施設及び同条第２６項に規定する福祉ホームのうち、専ら身

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する

身体障害者を入所させる施設をいう。）又は保護施設（生活

保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救

護施設及び更生施設をいう。）の別を記入すること。

６～９ 省略

律第１１７号）第３９条の規定により同法第１条に規定する被爆

者を入所させる施設をいう。）、身体障害者支援施設（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支

援施設及び同条第２６項に規定する福祉ホームのうち、専ら身

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する

身体障害者を入所させる施設をいう。）又は保護施設（生活

保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救

護施設及び更生施設をいう。）の別を記入すること。

６～９ 省略

平成３０年２月１６日 発行
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